
岩手県監査委員告示第32号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定により行った監査の結果を次のとおり公表する。 

  平成24年８月３日 

                                          岩手県監査委員 髙 橋   元  

                                          岩手県監査委員 佐々木 大 和  

                                          岩手県監査委員 伊 藤 孝次郎  

                                          岩手県監査委員 工 藤 洋 子  

１ 監査対象機関、監査執行年月日及び担当監査委員 

監査対象機関 監査執行年月日 担当監査委員 

秘書広報室秘書課 平成24年６月12日 工 藤 洋 子 

総務部人事課 〃 髙 橋   元   伊 藤 孝次郎 

総務部総合防災室 〃 工 藤 洋 子 

政策地域部ＮＰＯ・文化国際課 〃 〃 

環境生活部環境保全課 〃 〃 

環境生活部資源循環推進課 〃 〃 

商工労働観光部科学・ものづくり振興課 〃 髙 橋   元   伊 藤 孝次郎 

商工労働観光部企業立地推進課 〃 工 藤 洋 子 

農林水産部団体指導課 〃 〃 

農林水産部流通課 〃 髙 橋   元   伊 藤 孝次郎 

農林水産部農業振興課 〃 〃 

農林水産部農業普及技術課 〃 〃 

農林水産部農村計画課 〃 〃 

農林水産部農村建設課 〃 〃 

県土整備部建設技術振興課 〃 〃 

県土整備部港湾課 〃 〃 

県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター 平成24年６月19日 佐々木 大 和   伊 藤 孝次郎 

県南広域振興局農政部花巻農林振興センター 〃 〃 

県南広域振興局農政部北上農村整備センター 平成24年６月20日 〃 

県南広域振興局土木部花巻土木センター 平成24年６月19日 〃 

県南広域振興局土木部北上土木センター 平成24年６月20日 〃 

県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター 〃 髙 橋   元   工 藤 洋 子 

県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター 〃 〃 

県北広域振興局農政部二戸農林振興センター 〃 〃 

県北広域振興局土木部二戸土木センター 平成24年６月19日 〃 

岩手県中部保健所 〃 佐々木 大 和   伊 藤 孝次郎 

岩手県二戸保健所 平成24年６月20日 髙 橋   元   工 藤 洋 子 

岩手県先端科学技術研究センター 平成24年６月12日 髙 橋   元   伊 藤 孝次郎 

岩手県県北家畜保健衛生所 平成24年６月19日 髙 橋   元   工 藤 洋 子 

中央農業改良普及センター 平成24年６月25日 伊 藤 孝次郎 

二戸農業改良普及センター 平成24年６月20日 髙 橋   元   工 藤 洋 子 



岩手県教育委員会事務局教職員課 平成24年６月12日 工 藤 洋 子 

岩手県人事委員会事務局 〃 〃 

岩手県監査委員事務局 〃 髙 橋   元   伊 藤 孝次郎 

岩手県花巻警察署 平成24年６月20日 佐々木 大 和   伊 藤 孝次郎 

岩手県北上警察署 〃 〃 

岩手県二戸警察署 平成24年６月19日 髙 橋   元   工 藤 洋 子 

岩手県労働委員会事務局 平成24年６月25日 伊 藤 孝次郎 

２ 監査の結果 以上の機関については、おおむね良好と認められる。なお、次の機関について、留意改善を要する事項は、次の

とおりである。 

(１) 総務部総合防災室 負担金の支出に当たり、所属年度を誤っているものが１件、420,000円あったので、適正な事務の執行

に努められたい。 

(２) 県南広域振興局土木部花巻土木センター 経営事項審査手数料に係る証紙収納額報告に当たり、報告すべき金額より多く

報告しているものが13件、110,500円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(３) 県南広域振興局土木部北上土木センター 建設業許可申請手数料に係る証紙収納額報告に当たり、報告すべき金額より多

く報告しているものが１件、50,000円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(４) 県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター 物品購入に係る単価契約に当たり、適切な購入時期より遅れて契約し

ているものがあったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(５) 県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター 軽費老人ホーム事務費補助金の交付決定に当たり、交付すべ

き金額より少なく交付しているものが２件、392,785円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(６) 県北広域振興局農政部二戸農林振興センター 旅費の支給に当たり、支給すべき金額より少なく支給しているものが７件

、28,210円、多く支給しているものが３件、5,700円あったので、適正な事務の執行に努められたい。 

(７) 県北広域振興局土木部二戸土木センター   

ア 凍結防止剤の管理に当たり、管理方法が不適切なものが７件、1,514,205円あったので、適正な事務の執行に努められたい

。  

イ 委託契約の締結に当たり、業務完了後相当期間経過してから契約を締結していたものが１件、283,500円あったので、適正

な事務の執行に努められたい。 

 

 


		2012-08-02T17:15:06+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




